
学 生 証 再 交 付 願 
 

 
名古屋大学総長殿 
所  属 

 
 

 平成    年   月  入 学                  学部 
 進 学                 学科 
                                専攻 

身  分 □学 部             □博士課程前期課程・修士課程 
□博士課程後期課程・博士課程  □専門職学位課程 

学生番号   生年月日     年  月  日 生 

氏  名             印  電話番号  

 

■下記の事由により学生証の再交付をお願いいたします。 

 
 
 
再交付事由 

 
 

□紛失・盗難（発生年月日，場所，状況等を下記に記載） 
 *（         ）警察署・交番に届け出済 
□カード破損（汚損，毀損の状況を下記に記載） 
□その他（改姓等その他の状況を下記に記載) 
〈以下，状況等記載欄〉 
 
 
 

〔申請者確認欄〕 

□ 要実費 

□ 無料 

〔裏面を参照し，どちらか一

方にチェック〕 

学生証の 

受け取り方法 

□所属する部局の教務担当窓口で受け取る 

□教育推進部教育企画課事務室で受け取る(本部 2号館 1 階) 

 
（注)  １．上記枠内の必要事項をすべて記載し，該当する□ にチェックを記入してください。 

  ２． 水曜日中に教育企画課で受け付けたものについては翌週月曜日、木曜日以降に受け付けたものに

ついては翌々週の月曜日の受け取りとなります。   
３． 再交付事由が紛失・盗難及びカード破損の場合は，学生証発行に必要な実費相当の再交付手数料

（1,800 円「以下同様」）が必要となります。    
４．手数料入金後は，返金しません。  
５．申請後は，紛失した学生証が見つかったとしても，その学生証は使用出来ません。 
６．留年，休学等の事由による在学期間延長の場合は，この再交付願を提出する必要はありません。

７．学生証は身分を証明するものです。紛失すれば悪用される場合もあるので注意してください。  
８．学生証再交付手続きに関してご不明の点がありましたら，所属する部局の教務担当窓口でお尋ね

ください。 
  
◎再交付手数料が必要となる場合は，裏面を必ず確認し，再交付手数料

の振込手続きを行ってください。 
  

〔 ※部局学生事務担当者記載欄 〕 ※教育企画課記入欄 
受付欄 
受付日： 平成  年  月  日 
○担当者確認印又はサイン 
※どちらかの 
□にチェック   
願います。 

□要実費 
□無料 

 

部局受領確認欄 
受領日：平成  年  月  日 
○担当者確認印又はサイン 
 
 

 
 

  
平成   年   月   日  

学生証再交付願（和文）
2015/10/1 
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１．下記の注意事項を読んで，再交付手数料が「要実費」になるか確認してください。「要実費」
の場合は，再交付事由〔申請者確認欄〕の「要実費」の□にチェックを入れてください。  

２．「要実費」の場合は，所属する部局の教務担当窓口にて，所定の払込取扱票を受領し，郵便
局にて再交付手数料(1,800 円)を振り込んでください。振り込みに必要な手数料は申請者の負
担となります。 

３．再交付手数料は，上記の方法以外では受け取れません。 
 
  

【振り込み手順等】  
①所定の払込取扱票を使用し，郵便局にて再交付手数料(1,800 円)を振込む。振り込みに必要な
手数料は申請者の負担となります。   

②発行された，「振替払込受付証明書」を下記の所定の欄に貼付する。   
③表面の記載内容を確認し，所属する部局の教務担当窓口に申請する。  
④後日，所属する部局の教務担当窓口又は教育企画課にて学生証を受領する。  
   
 

【注意事項】  
１）平成 27 年 10 月 1 日以降，紛失・盗難及びカード

破損により学生証の再交付願を申請する場合は，
学生証発行に必要な実費相当の再交付手数料
（1,800 円）が必要になります。 
再交付手数料の要否の基準は，以下のとおりとな
ります。 
 

 ① 再交付手数料が必要になる場合  
a)紛失，盗難 （盗難届けを提出した場合でも， 
徴収する。）  

b)カード破損（汚損，毀損）  
c)カードの不良の場合の条件  
ｲ）学生証の発行日の翌月末を過ぎた場合 

               
  ② 再交付手数料を必要としない場合  

a)留年，休学等の事由による在学期間延長  
（再交付願の提出は不要です。）  

    b)改姓名  
c)転学科，転学部または転専攻    
d)カード不良の場合の条件 
 ｲ）学生証発行日の翌月末までに申請した場合 
ﾛ）休学等により発行日の翌月末までに学生証を
受領出来ず，受領した時点で不具合と確認され
た場合 

 
２）振り込んだ再交付手数料は，返金いたしません。 

 
◎学生証の受領後の確認作業  

新しい学生証がカード不良でないかを証明書自動
発行機・附属図書館のゲート等で確認し，カード不良
の場合は，至急，教務担当窓口へお申し出ください。 

「振替払込受付証明書」を貼付 

・学生番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・氏 名 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※「振替払込受付証明書」を貼ってくだ
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：窓口担当者殿 
「振替払込受付証明書」に受付局日附印
があるか確認してください。 

 

 


